
                         

令和元年６月２１日 

内閣府沖縄総合事務局 

 

 

 

 

 

 沖縄都市モノレール株式会社から軌道法第１１条第１項の規定に基づき令和

元年５月２４日付けで旅客運賃及び料金の設定について申請がありました。 

 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者か

ら意見を聴くために、別添要領にてご意見を募集します。 

 

〇軌道の旅客運賃及び料金の認可について 

 軌道の旅客運賃は、軌道法第１１条第１項に基づき、国土交通大臣の認可（本

申請事案の認可については、沖縄総合事務局長へ委任されています。）を受けな

ければならないとされています。 

 

〇沖縄都市モノレール株式会社の申請内容の概要 

 路線の延長（首里駅～てだこ浦西駅）に伴い、運賃区間について既存の４区

に加え、新たに５区の運賃を設定します。 

 

記 

（１）運賃の種類 

①普通旅客運賃 

 

 

 

 

 

 

 

   

    ※本運賃は消費税１０％増税転嫁後の運賃である（現在１区～４区について別途申請中）。 

 

 

沖縄都市モノレール株式会社の軌道事業の旅客運賃及び 

料金の設定認可申請に係る意見募集の実施について 

 

区数

1区 ３ｋｍ

2区 ３ｋｍ

3区 ３ｋｍ

4区 ４ｋｍ

5区 ４ｋｍ

０ｋｍ ～   ３ｋｍまで

３．１ｋｍ ～　６ｋｍまで

６．１ｋｍ ～   ９ｋｍまで

９．１ｋｍ ～１３ｋｍまで

キロ程

270円（140円）

300円（150円）

340円（170円）

370円（190円）

　※（　  　）は小児運賃

１３．１ｋｍ ～１７ｋｍまで

設定運賃

230円（120円）



②定期旅客運賃 

   

 

 

 

 

 

 

 

※本運賃は消費税１０％増税転嫁後の運賃である（現在１区～４区について別途申請中）。 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通 勤 （１か月） 通 学 （１か月） 

区数 申請 申請 

１区 8,580 円（※） 5,530 円（※） 

２区 10,140 円（※） 6,540 円（※） 

３区 11,310 円（※） 7,290 円（※） 

４区 12,480 円（※） 8,050 円（※） 

５区 13,770 円    8,880 円    

【問い合わせ先】 

 沖縄総合事務局運輸部陸上交通課 

担当 當眞・堤 

電話 ０９８－８６６－１８３６ 



別 添 

 

路線延長に伴う沖縄都市モノレール株式会社の 

軌道事業の旅客運賃及び料金設定認可申請に関する意見募集について 

 

令和元年６月２２日 

内閣府沖縄総合事務局運輸部陸上交通課 

 

  令和元年５月２４日付けをもって、沖縄都市モノレール株式会社から軌道事業の旅客運

賃及び料金の設定認可申請（路線延長）がありました。 

 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を

聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。 

 なお、御意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめ御了承願います。 

 

意見募集要領 

 

１．意見募集対象 

  沖縄都市モノレール株式会社からの軌道事業の旅客運賃及び料金の設定認可申請書類 

（本件は、路線延長（首里駅～てだこ浦西駅）に伴い新たに旅客運賃の設定を行うも

のです。） 

 

２．資料入手方法 

  電子政府の総合窓口（e-Gov）（https://www.e-gov.go.jp/）の「パブリックコメント

（意見募集中案件一覧）」欄に掲載いたします。 

 

３．意見募集期間 

  令和元年６月２２日（土）から令和元年７月２１日（日）まで（必着） 

 

４．意見提出先・提出方法 

  インターネット上の意見募集フォームに御記入いただくか、意見提出様式にならい、

氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称及び所在地）並びに連絡先（電話番号又は

電子メールアドレス）を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出し

てください。 

  なお、電話による御意見の受付は致しかねますので、御了承願います。また、ＦＡＸ

の場合、万が一不具合が生じた場合に対応できない可能性もありますので、①インター

ネット上の意見募集フォーム又は②郵送による御意見の提出を推奨します。 



 

① インターネット上の意見募集フォーム（締切日必着） 

  https://www.ogb.go.jp/mailform/mail_unyu.html 

  ※御記入にあたっては、沖縄都市モノレールの利用の有無を御記入ください。 

 

② 郵送の場合 

  〒９００－０００６ 沖縄県那覇市おもろまち２丁目１番１号 

 那覇第二地方合同庁舎２号館５階 

内閣府沖縄総合事務局運輸部陸上交通課 意見募集担当 あて 

③ ＦＡＸの場合 

  ＦＡＸ番号 ０９８－８６０－２３６９ 

内閣府沖縄総合事務局運輸部陸上交通課 意見募集担当 あて 

 

５．留意事項 

  氏名（法人又は団体の場合は名称）については、御意見の内容とともに公表させてい

ただく可能性がありますので、御承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合

は、意見提出時にその旨をお書き添えください。 

  住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、御意見の内容に不明な点があっ

た場合等の連絡・確認のために利用します。 

 

６．お問合せ先 

  内閣府沖縄総合事務局運輸部陸上交通課 意見募集担当 

  電話番号 ０９８－８６６－１８３６ 

 

 
 



（意見提出様式） 

 

内閣府沖縄総合事務局運輸部陸上交通課 意見募集担当 あて 

 

路線延長に伴う沖縄都市モノレール株式会社の 

軌道事業の旅客運賃及び料金の設定認可申請に関するパブリックコメント 

 

１．個人／団体の別 個人／団体 （※いずれか該当する方を○で囲んで下さい。） 

２．氏名／団体名  

３．住  所  

４．電 話 番 号  

５．電子メールアドレス  

６．沖縄都市モノレール

の利用の有無 

有／無 （※いずれか該当する方を○で囲んで下さい。） 

意  見 

 ご意見： 

 

 

 

 

 

 

 

 理由： 

 

 

 

 

 


